
住宅建築コーディネーター資格取得説明会

資格取得を目指す皆様に業務に役立つ、良質な情報を提供する活動です。

大阪
会場 定員１５名

コワーキングスペース「住みか 御堂筋」【会　　場】

【参加対象】
【応募締切】

７25 水

場所・アクセスは下記を参照下さい。
建築・不動産・保険等実務に従事する方等、他
開催日前日 15:00 まで　※定員に達した場合はお断りする場合がございます。

18：30～
 (受付18：1 5～)

たきがわ　　 　しょうぞう

瀧川　昇三氏
（一社）住宅建築コーディネーター協会
　　　　　　　　　　  理事・事務局長

大　阪　会　場

　　　　　　コワーキングスペース「住みか 御堂筋」
　　　　　　　大阪市中央区淡路町3-5-13　創建御堂筋ビル7階
　　　　　　　（一社）住宅建築コーディネーター協会事務所内

アクセス　●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩3分、
　　　　　●地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅徒歩4分

【主催】　一般社団法人 住宅建築コーディネーター協会

【協力】　法務大臣認証機関 （一社） 日本不動産仲裁機構、国土交通大臣認可 全国室内環境改善事業協同組合、LEC 東京リーガルマインド

法務大臣認証・ADR調停人基礎資格認定記念

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル 7階   TEL 06-4708-5308　http://www.jkck.jp/ 

  「あなたに任せる！」と言ってもらえる

  お客様とのより良い人間関係を作る方法

経済産業省が推進する 「住生活エージェント」 を目指した 「住宅建築コーディネー

ター」 は、 当協会が認定する資格であり、 そして国土交通大臣認可団体からの

推薦も頂いております。 これまでに資格取得者は３， ０００名以上に上ります。 この

セミナーでは、 住宅建築コーディネーターの行動規範にある 「お客様が望まれる理

想の家づくりを実現すること」 の達成には、 住まいをコーディネートするプロとして、

お客様とどのように関わり、 より良い人間関係を構築して行けば良いのか？ またそ

の上で日々どのような思考でどのような行動管理をしていけば、

お客様に貢献ができるのかのヒントをお伝えさせて

頂きます。

　もちろん資格取得から資格認定までの流れも

お伝えさせて頂きます。

プロフィール

1970 年大阪府大阪市出身。日刊工業新聞社で 11 年従事。
その後、中小企業のコンサル事業で独立し３年後、建設ベ
ンチャー企業で役員として５年半従事し、800 件以上のパ
ブリシティを誕生させる。当時、多数の広報戦略セミナー
講演を行う。再独立後の会社で代表に就任し、マスコミキャ
リアを活かして５団体で広報戦略顧問を務める。2011 年 
10 月より住宅建築コーディネーター協会で顧問、2012 年 7
月に理事・事務局長を歴任。
主な実績として有資格者会員制度を設計、日建学院と提携
しＥラーニング開設、国土交通大臣認可団体より資格の推
薦を締結、2017 年 4 月より日建学院からＬＥＣ東京リーガ
ルマインドに移行し、資格取得講座を整備、2018 年 8 月に
は住宅建築に関する紛争における認定法務大臣認証ＡＤＲ
基礎資格の認定を整備し、現在に至る。弊会事務局長以外
にも、2016 年より人間の心と行動のメカニズムについて 脳
のしくみから説明した選択理論心理学を学び、現在ではそ
の理論を応用した人を介して仕事をする技術：リードマネ
ジメントを身につけ、社会復帰を目指す精神障がい・発達
障がいの方を対象としたカウンセリング等も行っている。
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希   望   日
ふ   り   が   な

氏 　 　 名

住 　 　 所

電 話 番 号

メールアドレス

会   社   名

属 性

備 考

〒　　　ー

□ 住宅会社・工務店　□ 不動産会社　□ 設計事務所　□ 住宅相談店　□ ＦＰ・保険代理店　□ その他 (　　　)

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル 7階  TEL 06-4708-5308    FAX 06-7878-8719　メール contact@jkck.jp
一般社団法人 住宅建築コーディネーター協会 　【 セミナー事務局】　担当 ： 戸張・瀧川

↓ FAX 06-7878-8719 ↓

スケジュールと概要

お申込み方法

協会 facebook ファンページへいいね ! しよう

18：30 ～ 18：40

18：15 ～　　　　　開場・受付　

協会よりセミナー主旨説明とご挨拶　

質疑応答と名刺交換など　　　※20：30 迄には会場より退室をお願い致します。

評議員・広報　戸張 志乃美 氏
住宅建築コーディネーター協会

理事・事務局長　瀧川 昇三 氏
住宅建築コーディネーター協会

下記の必要事項を記入の上、ＦＡＸ送信またはメール添付／ kanrishitsu@jkck. jp でお申込下さい。

●お申込み・お問合せは・・・

18：40 ～ 19：45

19：45 ～ 20：00

※お申込に際してご登録いただいた個人情報につきましては、「個人情報保護法」の定めに従い、他の目的への利用・同意なき第三者への提供は一切致しません。

↑迷惑メール設定の解除もしくはドメイン設定をお願いします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドメイン⇒＠jkck. jp

□ 2018 年 7月 25 日 ( 水 )  大阪会場　／ 　18：30 ～ 20：00（受付開始 17:15 ～）

性別：   男 ・ 女　年齢：  　　  歳

＠

【 会場 】
　　　　　　　　　　　　　「住みか 御堂筋」
大阪市中央区淡路町 3 丁目 5 番 13 号
創建御堂筋ビル 7 階　会場 TEL.06-4708-5308

●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩 3 分、
●地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅徒歩 4 分

ＦＡＸ

大阪１５名限定開催７  25月2018年 日 水

✔

「あなたに任せる！」と言ってもらえる
　　　　　　　お客様とのより良い人間関係を作る方法

https://www.facebook.com/jkck. jp

＜ADR調停人資格認定記念セミナー＞

コワーキングスペース


